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公　　　　　告

こうち人づくり広域連合情報公開条例（平成15年条例第６号）第30条及びこうち人づ

くり広域連合個人情報保護法施行条例（令和５年条例第１号）第７条の規定に基づき、

令和６年４月１日から令和７年３月３１日までの期間における両条例の運用状況を次の

とおり公表する。

令和７年６月１２日

こうち人づくり広域連合長　桑　名　龍　吾


